
第2回庄内町地域公共交通会議 次第 

 

日時 令和7年1月9日（木）午後1時30分～ 

場所 庄内町役場A棟3階 庁議室 

 

1 開  会 

 

2 会長挨拶 

 

3 協議事項 

 (1) 町営バスの運行経路、時刻表等の変更について 資料1 

 

 (2) デマンドタクシーの清川藤島線の新設について 資料2 

 

 

4 その他 

 

 

5 閉  会 

  

 配布資料 

資料 1  町営バスの運行経路、時刻表等の変更について 

資料 1-1 循環路線 路線図  

資料 1-2 循環路線 時刻表 

資料１-3 幹線路線 時刻表 

資料 2  庄内町デマンドタクシー清川藤島線 運行計画 

資料 2-1 庄内町デマンドタクシー清川藤島線 路線図 
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【協 議】 

町営バスの運行経路、時刻表等の変更について 

 

1 目的 

 部活動の地域移行に伴い、立川中学校生徒が余目地域での地域クラブ活動等に参加する場合、

移動手段がないため町営バスによる輸送手段を確保するため変更するもの。 

 幹線路線の運行時刻について北月山荘の休業日等に合わせて調整をするもの。  

 

2 変更の内容 

(1) 循環路線の運行経路変更 

① 循環路線（小出新田循環線:1コース常万・大和方面）の運行経路、停留所の追加、運行

時刻の変更 

  3便において、立川複合拠点施設、第4まちづくりセンターまで運行経路を延長し、庄内

町役場に至るコースに変更する。また、中学生の乗降を予定している水・金曜日は打切り

ダイヤでの運行を行わない。 

② 循環路線（狩川循環線:3コース吉岡・十六合・狩川方面）の停留所の追加、運行時刻の変更 

3便において、停留所に第4まちづくりセンターを追加する。また、中学生の乗降を予定

している火・木曜日は打切りダイヤでの運行を行わない。 

 

 (2) 路線の経路（キロ程）について 

  ① 循環路線（小出新田循環線） 運行経路の変更によるキロ程の変更を行う 

  ② 循環路線（狩川循環線）   キロ程の変更はない 

 

旧 新 

循環路線（小出新田循環線）  

起点 庄内町余目字町132-1 

(庄内町役場) 

終点 庄内町余目字町132-1 

(庄内町役場) 

キロ程 26.6 

主たる経

過地 

小出新田地区 

 

循環路線（小出新田循環線）  

起点 庄内町余目字町132-1 

(庄内町役場) 

終点 庄内町余目字町132-1 

(庄内町役場) 

キロ程 31.2 

主たる経

過地 

小出新田地区 

 

 

  

資料 1 
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(3) 使用料について 

  町営バスでは「部活動」「クラブ活動」のために使用する場合に無料にすることとなって

いる。ここに「地域クラブ活動」を加え、引き続き無料で町営バスを使用できることとする。 

変更前 変更後 

イ 町内に住所を有する満 70 歳以上の者 

ロ 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283

号)第 15 条第 4 項の規定により身体障害者

手帳の交付を受けている者又は療育手帳制

度要綱(昭和 48 年厚生省発児第 156 号厚生

事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を

受けている者若しくは精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第

123 号)第 45 条第 2 項の規定により精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

ハ ロに該当する者の介助のために乗車する 

 者 

ニ 小学校就学の始期に達するまでの子ども 

ホ 部活動(生徒の自主的又は自発的な参加

により行われる学校教育の一環としての部

活動をいう。)又はクラブ活動(部活動の充

実を目的とする保護者会が主催する活動を

いう。)に参加する庄内町立中学校の生徒の

うち、生徒が所属する学校長が認めるもの 

 

 

 

ヘ 山形県立庄内総合高等学校の生徒 

イ 町内に住所を有する満 70 歳以上の者 

ロ 身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283

号)第 15 条第 4 項の規定により身体障害者

手帳の交付を受けている者又は療育手帳制

度要綱(昭和 48 年厚生省発児第 156 号厚生

事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を

受けている者若しくは精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第

123 号)第 45 条第 2 項の規定により精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

ハ ロに該当する者の介助のために乗車する 

 者 

ニ 小学校就学の始期に達するまでの子ども 

ホ 部活動(生徒の自主的又は自発的な参加

により行われる学校教育の一環としての部

活動をいう。)、クラブ活動(部活動の充実を

目的とする保護者会が主催する活動をい

う。)又は地域クラブ活動（中学校の部活動

の地域移行を目的とする地域の運営団体又

は実施主体が主催する活動をいう。）に参加

する庄内町立中学校の生徒のうち、生徒が

所属する学校長が認めるもの 

ヘ 山形県立庄内総合高等学校の生徒 

 

(4) 幹線路線の瀬場～北月山荘間の運行について 

 瀬場～北月山荘については北月山荘の休業日・冬期休業に合わせて運休にする。 

3 実施予定日 令和7年4月1日 



庄内町営バス 循環路線 路線図 

◆１コース 常万・大和方面（月・水・金運行） ※小出新田循環線 

No. 停留所名 No. 停留所名 No. 停留所名 No. 停留所名 

① 庄内町役場 ⑨ 兼古商店前 ⑰ 主殿新田 ㉕ 連枝 

② 松蔵商店前 ⑩ 富樫接骨院 ⑱ 中野 ㉖ 沢新田 

③ 庄内余目病院 ⑪ 森田内科 ⑲ 南興屋 ㉗ 古関（循環） 

④ 菅原医院 ⑫ 新余目支所・町湯 ⑳ 堤新田 ㉘ 阿部医院 

⑤ 肉のもり前 ⑬ 町農協 ㉑ 赤渕新田 

⑥ 斎藤整形 ⑭ 常万 ㉒ 小出根子 

⑦ きらやか銀行 ⑮ 余目新田 ㉓ 小出新田 

⑧ カザミドリ前 ⑯ 廻館 ㉔ 連枝土場 

①
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第４まちづくり 
センター

立川複合拠点施設

L24-42
テキストボックス
資料１－１



庄内町営バス 循環路線 路線図 

◆３コース 吉岡・十六合・狩川方面（火・木・土運行） ※狩川循環線 

 

No. 停留所名 No. 停留所名 No. 停留所名 No. 停留所名 

① 庄内町役場 ⑩ 富樫接骨院 ⑲ 西袋駅前 ㉘ 桑田 

② 松蔵商店前 ⑪ 森田内科 ⑳ 西袋公民館前 ㉙ 立川総合支所 

③ 庄内余目病院 ⑫ 新余目支所・町湯 ㉑ 境興屋 ㉚ 第２種苗センター 

④ 菅原医院 ⑬ 町農協 ㉒ 吉方 ㉛ 大真木 

⑤ 肉のもり前 ⑭ 上朝丸 ㉓ 本小野方 ㉜ 福島 

⑥ 斎藤整形 ⑮ 払田 ㉔ 新田目 ㉝ 前田野目 

⑦ きらやか銀行 ⑯ 島田 ㉕ 返吉 ㉞ 阿部医院 

⑧ カザミドリ前 ⑰ 吉岡 ㉖ 京島 ㉟ 近江新田 

⑨ 兼古商店前 ⑱ 橋の脇 ㉗ 千本杉  

 

⑭ 
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 東回り

1便
３便

火・木
3便
土

2便

庄 内 町 役 場 11:05 庄 内 町 役 場 11:05 庄 内 町 役 場 7:50 16:05 16:10 庄 内 町 役 場 11:05 庄 内 町 役 場 11:05

松 蔵 商 店 前 11:06 松 蔵 商 店 前 11:06 町 農 協 ― 16:06 16:11 松 蔵 商 店 前 11:06 松 蔵 商 店 前 11:06

庄 内 余 目 病 院 11:08 庄 内 余 目 病 院 11:08 新余目支所･町湯 ― 16:09 16:14 庄 内 余 目 病 院 11:08 庄 内 余 目 病 院 11:08

菅 原 医 院 11:10 菅 原 医 院 11:10 上 朝 丸 7:53 16:10 (16:15) 菅 原 医 院 11:10 菅 原 医 院 11:10

肉 の も り 前 11:11 肉 の も り 前 11:11 払 田 7:54 16:11 (16:16) 肉 の も り 前 11:11 肉 の も り 前 11:11

旧 斎 藤 整 形 11:12 旧 斎 藤 整 形 11:12 島 田 7:55 16:12 (16:17) 旧 斎 藤 整 形 11:12 旧 斎 藤 整 形 11:12

旧 き ら や か 銀 行 11:13 旧 き ら や か 銀 行 11:13 吉 岡 7:56 16:13 (16:18) 旧 き ら や か 銀 行 11:13 旧 き ら や か 銀 行 11:13

駅 前 商 店 街 11:14 駅 前 商 店 街 11:14 橋 の 脇 7:59 16:16 (16:21) 駅 前 商 店 街 11:14 駅 前 商 店 街 11:14

兼 古 商 店 前 11:15 兼 古 商 店 前 11:15 西 袋 駅 前 8:01 16:18 (16:23) 兼 古 商 店 前 11:15 兼 古 商 店 前 11:15

富 樫 接 骨 院 11:16 富 樫 接 骨 院 11:16 西 袋 公 民 館 前 8:02 16:19 (16:24) 富 樫 接 骨 院 11:16 富 樫 接 骨 院 11:16

森 田 内 科 11:18 森 田 内 科 11:18 境 興 屋 8:04 16:21 (16:26) 森 田 内 科 11:18 森 田 内 科 11:18

新余目支所･町湯 11:20 新余目支所･町湯 11:20 吉 方 8:05 16:23 (16:28) 新余目支所･町湯 11:20 新余目支所･町湯 11:20

町 農 協 11:23 町 農 協 11:23 本 小 野 方 8:07 16:26 (16:31) 町 農 協 11:23 町 農 協 11:23

庄 内 町 役 場 7:55 11:24 16:10 16:05 庄 内 町 役 場 7:50 11:24 16:10 新 田 目 8:08 16:28 (16:33) 庄 内 町 役 場 11:24 庄 内 町 役 場 7:50 11:24 16:10

町 農 協 ― ― 16:11 16:06 町 農 協 ― ― 16:11 返 吉 8:09 16:29 (16:34) 上 朝 丸 11:27 町 農 協 ― ― 16:11

新余目支所･町湯 ― ― 16:14 16:09 新余目支所･町湯 ― ― 16:14 京 島 8:11 16:31 (16:36) 払 田 11:28 新余目支所･町湯 ― ― 16:14

常 万 8:00 11:29 (16:17) 16:12 梵 天 塚 前 7:54 11:28 (16:16) 千 本 杉 8:13 16:33 (16:38) 島 田 11:29 上 堀 野 7:58 11:32 (16:19)

余 目 新 田 8:02 11:31 (16:19) 16:14 田 谷 8:01 11:35 (16:23) 桑 田 8:16 16:36 (16:41) 吉 岡 11:30 中 堀 野 7:59 11:33 (16:20)

廻 館 8:05 11:34 (16:22) 16:17 大 野 8:04 11:38 (16:26) 立 川 複 合 拠 点 施 設 8:20 16:40 (16:45) 近 江 新 田 11:32 下 堀 野 8:01 11:35 (16:22)

阿 部 医 院 ― 11:37 (16:25) 16:20 西 小 野 方 8:07 11:41 (16:29) 第２種苗センター前 8:21 16:41 (16:46) 阿 部 医 院 11:37 福 原 8:02 11:36 (16:23)

主 殿 新 田 8:09 11:39 (16:27) 16:22 生 三 8:10 11:44 (16:32) 大 真 木 8:23 16:44 (16:49) 前 田 野 目 11:40 三 百 地 8:05 11:39 (16:26)

中 野 8:10 11:40 (16:28) 16:23 茗 荷 瀬 8:13 11:47 (16:35) 福 島 8:24 16:45 (16:50) 福 島 11:41 提 興 屋 8:08 11:42 (16:29)

南 興 屋 8:11 11:41 (16:29) 16:24 南 口 8:17 11:51 (16:39) 前 田 野 目 8:26 16:47 (16:52) 大 真 木 11:42 槇 島 8:09 11:43 (16:30)

堤 新 田 8:14 11:44 (16:32) 16:27 長 畑 8:18 11:52 (16:40) 阿 部 医 院 8:29 16:50 (16:55) 第２種苗センター前 11:44 千 河 原 8:12 11:46 (16:33)

赤 渕 新 田 8:17 11:47 (16:35) 16:30 高 田 麦 8:20 11:54 (16:42) 第四まちづくりセンター － 16:52 － 立 川 複 合 拠 点 施 設 11:45 平 岡 8:14 11:48 (16:35)

小 出 根 子 8:18 11:48 (16:36) 16:31 家 根 合 8:23 11:57 (16:45) 近 江 新 田 8:34 16:56 (17:00) 桑 田 11:49 榎 木 土 場 8:16 11:50 (16:37)

小 出 新 田 8:19 11:49 (16:37) 16:32 落 合 8:27 12:01 (16:49) 吉 岡 8:36 － 千 本 杉 11:52 榎 木 8:20 11:54 (16:41)

連 枝 土 場 8:21 11:51 (16:39) 16:34 宮 曽 根 8:30 12:04 (16:52) 島 田 8:37 － 京 島 11:54 廿 六 木 8:23 11:57 (16:44)

連 枝 8:22 11:52 (16:40) 16:35 杉 浦 8:32 12:06 (16:54) 払 田 8:38 － 返 吉 11:55 跡 8:27 12:01 (16:48)

沢 新 田 8:24 11:54 (16:42) 16:37 深 川 8:33 12:07 (16:55) 上 朝 丸 8:39 － 新 田 目 11:56 庄 内 余 目 病 院 8:32 (12:06)

古 関 （ 循 環 ） 8:27 11:57 (16:45) 16:40 久 田 8:34 12:08 (16:56) 森 田 内 科 8:40 － 本 小 野 方 11:58 菅 原 医 院 8:34 (12:08)

立 川 複 合 拠 点 施 設 ― ― ― 16:47 西 野 8:38 12:12 (17:00) 新余目支所･町湯 8:42 － 吉 方 12:00 肉 の も り 前 8:35 (12:09)

第四まちづくりセンター ― ― ― 16:53 下 朝 丸 8:43 12:17 (17:05) 町 農 協 8:45 17:04 境 興 屋 12:01 旧 斎 藤 整 形 8:36 (12:10)

阿 部 医 院 8:31 ― ― 新余目支所･町湯 8:48 (12:22) 庄 内 町 役 場 8:46 17:05 西 袋 公 民 館 前 12:03 旧 き ら や か 銀 行 8:37 (12:11)

富 樫 接 骨 院 8:38 (12:07) ― 町 農 協 8:51 (12:25) 松 蔵 商 店 前 (8:47) 西 袋 駅 前 12:04 駅 前 商 店 街 8:38 (12:12)

森 田 内 科 8:40 ― ― 庄 内 町 役 場 8:52 (12:26) 庄 内 余 目 病 院 (8:49) 橋 の 脇 12:06 兼 古 商 店 前 8:39 (12:13)

新余目支所･町湯 8:42 (12:08) ― 松 蔵 商 店 前 (8:53) (12:27) 菅 原 医 院 (8:51) 吉 岡 12:09 富 樫 接 骨 院 8:40 ―

町 農 協 8:45 (12:11) 17:04 庄 内 余 目 病 院 (8:55) (12:29) 肉 の も り 前 (8:52) 島 田 12:10 森 田 内 科 8:42 ―

庄 内 町 役 場 8:46 (12:12) 17:05 菅 原 医 院 (8:57) (12:31) 旧 斎 藤 整 形 (8:53) 払 田 12:11 新余目支所･町湯 8:44 (12:18)

松 蔵 商 店 前 (8:47) (12:13) 肉 の も り 前 (8:58) (12:32) 旧 き ら や か 銀 行 (8:54) 上 朝 丸 12:12 町 農 協 8:47 (12:21)

庄 内 余 目 病 院 (8:49) (12:15) 旧 斎 藤 整 形 (8:59) (12:33) 駅 前 商 店 街 (8:55) 新余目支所･町湯 (12:13) 庄 内 町 役 場 8:48 (12:22)

菅 原 医 院 (8:51) (12:17) 旧 き ら や か 銀 行 (9:00) (12:34) 兼 古 商 店 前 (8:56) 町 農 協 (12:16) 松 蔵 商 店 前 (8:49) (12:23)

肉 の も り 前 (8:52) (12:18) 駅 前 商 店 街 (9:01) (12:35) 富 樫 接 骨 院 (8:57) 庄 内 町 役 場 (12:17)

旧 斎 藤 整 形 (8:53) (12:19) 兼 古 商 店 前 (9:02) (12:36) 松 蔵 商 店 前 (12:18)

旧 き ら や か 銀 行 (8:54) (12:20) 富 樫 接 骨 院 (9:03) ― 庄 内 余 目 病 院 (12:20) 青 文 字

駅 前 商 店 街 (8:55) (12:21) 森 田 内 科 (9:04) ― 菅 原 医 院 (12:22)

兼 古 商 店 前 (8:56) (12:22) 肉 の も り 前 (12:23)

旧 斎 藤 整 形 (12:24)

旧 き ら や か 銀 行 (12:25)

駅 前 商 店 街 (12:26)

兼 古 商 店 前 (12:27)

西回り

 庄内町営バス   循 環 路 線
１コース 常万・大和方面（月・水・金）

　　　　　　　　便
 停留所

1便 2便
3便
月

　　　　　　　　便
 停留所

3便
水・金

※1・3便と2便では経由する方向が変わります。

令和７年４月1日 改正案運休日：日曜日、国民の祝日・休日、１２月３１日～１月５日

２コース 八栄里・栄方面（月・水・金） ３コース 吉岡・十六合・狩川方面（火・木・土） ４コース 堀野・第三学区方面（火・木・土）

1便 2便 3便2便 3便
　　　　　　　　便
 停留所

　　　　　　　　便
 停留所

　　　　　　　　便
 停留所

1便

フリー乗降区間
同一便で複数回停車する停留所

（○：○○）
打ち切り運行。下車希望の方がいるときのみ運行
します。()内の時刻は通過目安です。



1便 2便 3便 1便 2便 3便 1便 2便 3便 1便 2便 3便

― 10:35 14:35 ― 10:35 14:35 ― 10:35 14:35 ― ― 14:35 48 ― ―

6:12 10:38 14:38 6:12 10:38 14:38 7:15 10:38 14:38 7:15 ― 14:38 47 7:15 ―

6:13 10:39 14:39 6:13 10:39 14:39 7:16 10:39 14:39 7:16 ― 14:39 46 7:16 ―

6:14 10:40 14:40 6:14 10:40 14:40 7:17 10:40 14:40 7:17 ― 14:40 45 7:17 ―

6:14 10:40 14:40 6:14 10:40 14:40 7:17 10:40 14:40 7:17 ― 14:40 44 7:18 ―

6:18 10:44 14:44 6:18 10:44 14:44 7:21 10:44 14:44 7:21 ― 14:44 7:20 ―

6:20 10:46 14:46 6:20 10:46 14:46 7:23 10:46 14:46 7:23 ― 14:46 43 7:23 ―

6:23 10:49 14:49 6:23 10:49 14:49 7:26 10:49 14:49 7:26 14:49 42 7:26 ―

6:24 10:49 14:49 6:24 10:49 14:49 7:27 10:49 14:49 7:27 14:49 41 7:27 ―

6:27 10:52 14:52 6:27 10:52 14:52 7:30 10:52 14:52 7:30 ― 14:52 40 7:29 ―

6:29 10:54 14:54 6:29 ― ― 7:32 ― ― 7:32 ― 14:54 39 ―

6:29 10:54 14:54 6:29 ― ― 7:32 ― ― 7:32 ― 14:54 38 ―

6:32 10:57 14:57 6:32 ― ― 7:35 ― ― 7:35 ― 14:57 37 7:34 ―

6:33 10:58 14:58 6:33 ― ― 7:36 ― ― 7:36 ― 14:58 36 7:35 ―

6:33 10:58 14:58 6:33 ― ― 7:36 ― ― 7:36 ― 14:58 35 7:36 ―

― ― ― ― 10:52 14:52 ― 10:52 14:52 ― ― ― 34 ― 7:20

― ― ― ― 10:54 14:54 ― 10:54 14:54 ― ― ― 33 ― 7:22

― ― ― ― 10:55 14:55 ― 10:55 14:55 ― ― ― 32 ― 7:22

― ― ― ― 10:57 14:57 ― 10:57 14:57 ― ― ― 31 ― 7:24

― ― ― ― 10:59 14:59 ― 10:59 14:59 ― ― ― 30 ― 7:26

― ― ― ― 11:00 15:00 ― 11:00 15:00 ― ― ― ― 7:28

― ― ― ― 11:02 15:02 ― 11:02 15:02 ― ― ― 29 ― 7:30

6:35 11:00 15:00 6:35 ― ― 7:38 ― ― 7:38 ― 15:00 28 7:38 ―

6:37 11:02 15:02 6:37 ― ― 7:40 ― ― 7:40 ― 15:02 27 7:40 ―

6:38 11:03 15:03 6:38 11:03 15:03 7:41 11:03 15:03 7:41 ― 15:03 26 7:41 7:32

6:39 11:04 15:04 6:39 11:04 15:04 7:42 11:04 15:04 7:42 ― 15:04 25 7:42 7:34

6:39 11:04 15:04 6:39 11:04 15:04 7:42 11:04 15:04 7:42 ― 15:04 24 7:43 7:35

6:40 11:05 15:05 6:40 11:05 15:05 7:43 11:05 15:05 7:43 ― 15:05 23 7:43 7:35

6:40 11:05 15:05 6:40 11:05 15:05 7:43 11:05 15:05 7:43 ― 15:05 22 7:43 7:38

6:41 11:06 15:06 6:41 11:06 15:06 7:44 11:06 15:06 7:44 ― 15:06 21 7:44 7:38

6:45 11:10 15:10 6:45 11:10 15:10 7:48 11:10 15:10 7:48 ― 15:10 20 7:48 7:42

6:46 11:11 15:11 6:46 11:11 15:11 7:49 11:11 15:11 7:49 ― 15:11 19 ― ―

― 11:12 15:12 ― 11:12 15:12 ― 11:12 15:12 ― ― 15:12 18 ― ―

― 11:17 15:17 ― 11:17 15:17 ― 11:17 15:17 ― ― 15:17 17 ― ―

6:47 11:19 15:19 6:47 11:19 15:19 7:50 11:19 15:19 7:50 ― 15:19 ― ―

6:49 11:21 15:21 6:49 11:21 15:21 7:52 11:21 15:21 7:52 ― 15:21 ― ―

6:50 11:22 15:22 6:50 11:22 15:22 7:53 11:22 15:22 7:53 ― 15:22 16 7:52 7:45

6:50 11:23 15:23 6:50 11:23 15:23 7:54 11:23 15:23 7:54 ― 15:23 15 7:53 7:45

6:53 11:26 15:26 6:53 11:26 15:26 8:00 11:26 15:26 8:00 ― 15:26 14 7:58 7:48

8:00 11:26 15:26 8:00 11:26 15:26 8:00 11:26 15:26 8:00 ― 15:26 13

8:01 11:27 15:27 8:01 11:27 15:27 8:01 11:27 15:27 8:01 ― 15:27
8:02 11:28 15:28 8:02 11:28 15:28 8:02 11:28 15:28 8:02 ― 15:28
8:02 11:28 15:28 8:02 11:28 15:28 8:02 11:28 15:28 8:02 ― 15:28 12

8:04 11:30 15:30 8:04 11:30 15:30 8:04 11:30 15:30 8:04 ― 15:30 11

8:07 11:33 15:33 8:07 11:33 15:33 8:07 11:33 15:33 8:07 ― 15:33 10

8:09 11:35 15:35 8:09 11:35 15:35 8:09 11:35 15:35 8:09 ― 15:35 9

8:13 11:39 15:39 8:13 11:39 15:39 8:13 11:39 15:39 8:13 ― 15:39 8

8:15 11:42 15:42 8:15 11:42 15:42 8:15 11:42 15:42 8:15 ― 15:42 7

8:16 11:44 15:44 8:16 11:44 15:44 8:16 11:44 15:44 8:16 ― 15:44 6

8:19 11:47 15:47 8:19 11:47 15:47 8:19 11:47 15:47 8:19 ― 15:47 5

8:20 11:48 15:48 8:20 11:48 15:48 8:20 11:48 15:48 8:20 ― 15:48
8:21 ― ― 8:21 ― ― 8:21 ― ― 8:21 ― ―
8:21 ― ― 8:21 ― ― 8:21 ― ― 8:21 ― ―
― 11:51 15:51 ― 11:51 15:51 ― 11:51 15:51 ― ― 15:51 4

― 11:54 15:54 ― 11:54 15:54 ― 11:54 15:54 ― ― 15:54 3

8:25 ― ― 8:25 ― ― 8:25 ― ― 8:25 ― ― 2

8:30 ― ― 8:30 ― ― 8:30 ― ― 8:30 ― ― 2

8:35 11:55 15:55 8:35 11:55 15:55 8:35 11:55 15:55 8:35 ― 15:55 2

火・木

【北月山荘～瀬場】について：北月山荘の休業日（火・水）は運休します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　冬季休業に合わせて、区間運休する場合があります。

北月山荘発（又は瀬場発）　⇒　庄内町役場行き

　　　　運　行　日

　
　

停　留　所

スクールバス
住民利用

月・水・金

※祝日・休日の場合
1便は土・日と同じ時刻で運行します。2便は運行しません。
3便は同じ時刻で運行します。

土 月
～

金
の
平
日

（
鉢
 

子

）

立
川
小
・
中

ス
ク
ー

ル
バ
ス
運
行
日

（
中
 

村

）

日

旧 き ら や か 銀 行

駅 前 商 店 街

余
目
地
域

古 関 （ 幹 線 ）

第２種苗センター前
※スクールバス
住民利用につい
て
・スクールバス車
両での生徒（児
童）と一緒に乗り
合わせです。
・立川総合支所で
幹線1便に乗り換
えができます。
・１２月～３月は、
瀬場発７：１５ →
７：１０、立谷沢公
民館発７：２０ →
７：１０となるた
め、立川総合支
所までの各停留
所で発着時間が
早くなります。

栄 町
西 興 野

庄 内 町 役 場

庄内総合高校

清
川
・
狩
川
地
域

興 屋

片 倉
生 繰 沢 橋

常 万

阿 部 医 院

庄内余目病院

町 農 協

廻 館

新余目支所・町湯

余 目 駅 前
兼 古 商 店 前

第四まちづくりセンター

緑 町
狩 川 駅
旧狩川銀行前

（発）
立川複合拠点施設

（着）

余 目 新 田

旧 商 工 会 前

道の駅しょうない
（着）

（発）

荒 鍋

清 川 駅 前
東 興 野

中 島 口

清 川 関 所 前

清 川

清河八郎記念館

成 沢 医 院 前

木 の 沢

下 中 村

下 松 の 木

大 平 口

肝 煎

松 の 木

中 村

板 敷 橋

生 繰 沢

鉢 子
7:31

中 島

大 中 島

工 藤 沢
新 田

下 瀬 場
瀬 場

大中島ふれあい館前

　庄内町営バス　　　幹線路線（立谷沢余目線）

立
谷
沢
地
域

北 月 山 荘

立谷沢まちづくりセンター

下 科 沢
科 沢

―



1便 2便 3便 1便 2便 3便 1便 2便 3便

9:00 13:00 16:20 9:00 13:00 16:20 9:00 ― 16:20
― ― 16:24 ― ― 16:24 ― ― 16:24

9:01 13:01 16:27 9:01 13:01 16:27 9:01 ― 16:27
9:04 13:04 16:30 9:04 13:04 16:30 9:04 ― 16:30
9:07 13:07 16:33 9:07 13:07 16:33 9:07 ― 16:33
9:08 13:08 16:35 9:08 13:08 16:35 9:08 ― 16:35
9:11 13:11 16:37 9:11 13:11 16:37 9:11 ― 16:37
9:12 13:12 16:38 9:12 13:12 16:38 9:12 ― 16:38
9:15 13:15 16:41 9:15 13:15 16:41 9:15 ― 16:41
9:18 13:18 16:44 9:18 13:18 16:44 9:18 ― 16:44
9:20 13:20 16:46 9:20 13:20 16:46 9:20 ― 16:46
9:23 13:23 16:49 9:23 13:23 16:49 9:23 ― 16:49
9:27 13:27 16:53 9:27 13:27 16:53 9:27 ― 16:53
9:27 13:27 16:53 9:27 13:27 16:53 9:27 ― 16:53
9:27 13:27 16:53 9:27 13:27 16:53 9:27 ― 16:53
9:30 13:30 16:55 9:30 13:30 16:55 9:30 ― 16:55
9:33 13:33 16:58 9:33 13:33 16:58 9:33 ― 16:58
9:34 13:34 16:59 9:34 13:34 16:59 9:34 ― 16:59
9:36 13:36 17:01 9:36 13:36 17:01 9:36 ― 17:01
9:37 13:37 17:02 9:37 13:37 17:02 9:37 ― 17:02
9:38 13:38 17:03 9:38 13:38 17:03 9:38 ― 17:03
9:44 13:43 17:08 9:44 13:43 17:08 9:44 ― 17:08
9:45 13:44 17:09 9:45 13:44 17:09 9:45 ― 17:09
9:47 13:46 17:11 9:47 13:46 17:11 9:47 ― 17:11
9:52 13:51 17:16 9:52 13:51 17:16 9:52 ― 17:16
9:53 13:52 17:17 9:53 13:52 17:17 9:53 ― 17:17
9:54 13:53 17:18 9:54 13:53 17:18 9:54 ― 17:18
9:54 13:53 17:18 9:54 13:53 17:18 9:54 ― 17:18
9:55 13:54 17:19 9:55 13:54 17:19 9:55 ― 17:19
9:56 13:55 17:20 9:56 13:55 17:20 9:56 ― 17:20
9:57 13:56 17:21 ― ― ― 9:57 ― 17:21
9:59 13:58 17:23 ― ― ― 9:59 ― 17:23
― ― ― 9:57 13:56 17:21 ― ― ―
― ― ― 9:59 13:58 17:23 ― ― ―
― ― ― 10:00 13:59 17:24 ― ― ―
― ― ― 10:03 14:02 17:27 ― ― ―
― ― ― 10:06 14:05 17:30 ― ― ―
― ― ― 10:06 14:05 17:30 ― ― ―

10:02 14:01 17:26 ― ― ― 10:02 ― 17:26
10:02 14:01 17:26 ― ― ― 10:02 ― 17:26
10:03 14:02 17:27 ― ― ― 10:03 ― 17:27
10:06 14:05 17:30 ― ― ― 10:06 ― 17:30
10:07 14:06 17:31 ― ― ― 10:07 ― 17:31
10:10 ― ― 10:10 14:08 17:33 10:10 ― ―
10:10 14:08 17:33 10:10 14:08 17:33 10:10 ― 17:33
10:13 14:11 17:36 10:13 14:11 17:36 10:13 ― 17:36
10:13 14:11 17:36 10:13 14:11 17:36 10:13 ― 17:36
10:16 14:14 17:39 10:16 14:14 17:39 10:16 ― 17:39
10:18 14:16 17:41 10:18 14:16 17:41 10:18 ― 17:41
10:20 14:18 17:43 10:20 14:18 17:43 10:20 ― 17:43
10:20 14:18 17:43 10:20 14:18 17:43 10:20 ― 17:43
10:22 14:20 17:45 10:22 14:20 17:45 10:22 ― 17:45
10:22 14:20 17:45 10:22 14:20 17:45 10:22 ― 17:45
10:25 14:23 ― 10:25 14:23 ― 10:25 ― ―

運休日：１２月３１日～１月３日

日

清 川 駅 前

旧 商 工 会 前

余 目 駅 前

清 川

（発）

阿 部 医 院

庄内町役場発　⇒　北月山荘行き（又は瀬場行き）

　　　　運　行　日

　
　

停　留　所あ　あ

※祝日・休日の場合
2便は運行しません。
1便、3便は同じ時刻で運行します。

月・水・金 火・木・土

【瀬場～北月山荘】について：北月山荘の休業日（火・水）は運休します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　冬季休業に合わせて、区間運休する場合があります。

瀬 場
下 瀬 場

立谷沢まちづくりセンター

松 の 木
大 平 口

緑 町

東 興 野

新 田

木 の 沢

鉢 子

中 村
下 中 村

科 沢
下 科 沢

北 月 山 荘

大中島ふれあい館前

大 中 島

興 屋

立
谷
沢
地
域

板 敷 橋
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【協 議】 

 

庄内町デマンドタクシー清川藤島線 運行計画(案) 

 

1 経過 

  庄内交通路線バス「鶴岡清川線」が令和7年3月31日をもって廃止となることから、

代替手段としてデマンドタクシーの新路線を運行します。 

 

2 運行開始予定日 令和7年4月1日(火) 

 

3 運行形態 

(1) 運営主体  庄内町 

(2) 運行主体  タクシー事業者(町との業務委託契約) 

(3) 運行車両  タクシー事業者からの借上げにより、タクシー(小型以上)1台をデ

マンド交通用車両として指定し、1便につき1台で、最大4人を輸送す

るものとする。 

(4) 運行区間  JR清川駅－JR藤島駅のうち、予約のあった区間を運行する。 

(5) 自由乗降区間 なし(全区間停留所でのみ乗降可能) 

 

4 料  金 

(1) 普通使用料 500円／回 

(2) 無料・割引制度 

 ① 半額 

ア 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

イ アのものを介助のために乗車する者 

ウ 小学校の児童 

② 無料 

エ 小学校就学の始期に達するまでの子ども 

(3) 回数乗車券 

   500円券×11回分、250円券×11回分の回数乗車券綴を10回分の料金で販売する。 

 

5 利用方法 

(1) 利用者   あらかじめ住所、氏名、生年月日、電話番号を登録した者 

(2) 予約受付  原則、利用日の1週間前から前日の午後5時まで、タクシー事業者へ

直接電話で予約する。 

(3) キャンセル 藤島行き1便は前日の午後5時まで、その他の便は運行予定時刻の2

時間前までとする。ただし、期限以降のキャンセルであってもキャ

ンセル料は発生しないものとする。 

 

資料 2 

料金については後日、運賃協議会で別途協議 



6 運行日・運行時刻 

(1) 運行日    月曜日から金曜日の平日 

(2) 運休日    土・日、国民の祝日・休日及び12月29日から1月3日 

(3) 運行回数   1日最大4回 

(4) 運行時刻表   

 
7 運行路線図 

(1) 運行路線 1路線2系統 

  清川藤島線 約13.4㎞ 狩川藤島線 約9.2㎞ 

   ①清川駅前 ②狩川駅 ③旧狩川銀行前 ④立川複合拠点施設 ⑤藤島駅前 

停留所名 １便 ２便
清川駅前 6:45 8:52
狩川駅 6:51 8:58
旧狩川銀行前 6:53 9:00
立川複合施設施設 6:57 9:04
藤島駅前 7:08 9:15

停留所名 １便 ２便
藤島駅前 14:00 17:40
立川複合施設施設 14:11 17:51
旧狩川銀行前 14:13 17:53
狩川駅 14:17 17:57
清川駅前 14:23 18:03

藤
島
行

清
川
行

① 

② 

③ ④ 

⑤ 



立川複合拠点施設

旧狩川銀行前

狩川駅前

清川駅前
藤島駅前

デマンドタクシー清川藤島線路線図（案）
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藤島駅前

デマンドタクシー清川藤島線路線図（案）



既存バス停

デマンドタクシー清川藤島線路線図（案）


